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条 例 

 

公布された条例のあらまし

 

 

◎ 三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例の一部を改正する条例（条例第 71 号） 

 1  定例会の通年制の導入に伴い、交付決定実績調書に関する規定について整備することとしました。 

 2   この条例は、公布の日から施行することとしました。 
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 三 重 県 に お け る 補 助 金 等 の 基 本 的 な 在 り 方 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 五 年 九 月 十 三 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬   

三 重 県 条 例 第 七 十 一 号 

   三 重 県 に お け る 補 助 金 等 の 基 本 的 な 在 り 方 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

三 重 県 に お け る 補 助 金 等 の 基 本 的 な 在 り 方 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 五 年 三 重 県 条 例 第 三

十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 六 条 第 三 項 中 「 遅 滞 な く 、 そ の 交 付 の 決 定 の 後 招 集 さ れ る 定 例 会 に お い て 」 を 「 お お

む ね 六 月 に 一 回 、 」 に 改 め る 。 

   附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 に お け る 補 助 金 等 の 基 本 的 な

在 り 方 等 に 関 す る 条 例 （ 次 項 に お い て 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 六 条 第 一 項 （ 同 条 第 四 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 知 事 が 議 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い と

さ れ た 交 付 決 定 実 績 調 書 の う ち 提 出 さ れ て い な い も の （ 次 項 に お い て 「 提 出 さ れ て い な

い 交 付 決 定 実 績 調 書 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 に お け る

補 助 金 等 の 基 本 的 な 在 り 方 等 に 関 す る 条 例 第 六 条 第 三 項 （ 同 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 を 適 用 す る 。 

３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 提 出 さ れ て い な い 交 付 決 定 実 績 調 書 の う ち 、 平 成 二 十 五 年

八 月 三 十 一 日 ま で に 行 わ れ た 補 助 金 等 （ 旧 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 補 助 金 等 を い

う 。 ） の 交 付 の 決 定 又 は 交 付 の 決 定 の 変 更 に 係 る も の に つ い て は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 速

や か に 議 会 に 提 出 さ れ る も の と す る 。 
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発行  三  重  県 

三重県津市広明町 13 番地 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ http://www.pref.mie.lg.jp/ 
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